




砂戻感瀬氏は、特許は合法的に会社へ譲渡したものではなく、また特許の
管理は発明者の所有に戻すべきである、と主張している。

それぞれのケースにおいて、被告である会社は特許は適法に会社が得ており、与えた報
償は公平なものと主張している。

味の素は、成瀬氏の報償は1999年に制定した社内報償制のフォ ー ミュラに従い利益の比
率で計算されたもので、彼の特許は多くの関連する発見とアスパルテームの製造に係わ
る特許の一つに過ぎないと、 言っている。

これらの係争は、日本の企業内研究者の一部に現れている新たな主張すべきは主張する
という断言性を反映しているものである。

「問題は、研究者が会社に対して非常に忠誠を尽くすものであったことや、研究者の特
許法への無理解の為に、この特許法を使ってこれまで会社から合理的な報償を得ようと
した者がいなかったことにある。」と中村氏は言う。

研究が特許から得る利益についてよく知ることになり、また終身雇用に頼らなくなれば
なるほど、日本の雇用者は（研究者への）アプロ ーチを変えていくことになる。過去数
年の内に、ホンダやトヨタを含む多くの企業では研究者に対しより大きな動機付けを与
える為に報酬システムを改訂してきている。

以上 ＇

ー

］ 花のお江戸の「東京地方裁判所」に、発明の対価を求めて、提訴した3人、中村青色ダイ
オード（ノーベル賞受賞者）、成瀬（味の素の中央研究所長、アスパルテムの発明）、

それに、鈴鹿の田舎の無名な小川（イノシトールの製造方法の発明）のなかで、小川だけ
が、発明から提訴までの期間切れ（時効）であるとして、敗訴はしたが、しかし、この、3人

!1の発明対価訴訟によって、それ以来、日本の発明者に対する、待遇が、世界なみに大きく改
革されたことで、満足している。

｝また、偶然にも、この、世界の科学誌「NATURE」 に、ノーベル化学賞受賞
1 掲載されたのも、一つの思い出となった。 （小川）

田中氏が、
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